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松原市公用封筒広告掲載取扱要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、松原市（以下「市」という。）が郵便物等を送付する際に 

使用する封筒（以下「封筒」という。）への有料広告（以下「広告」という。）

の掲載について、必要な事項を定めるものとする。 

（掲載する広告） 

第２条  広告は、より身近な充実した情報を市民に提供するために掲載するもの     

で、次のいずれにも該当しないものとする。 

（１） 市における公共性、中立性及び品位を損なうおそれがあるもの 

（２） 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの 

（３） 公序良俗に反するおそれがあるもの 

（４） 広告主が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以

下「暴力団」という。）、法第２条第６号に規定する暴力団員又は松原市

暴力団排除条例（平成２４年条例第３６号）第２条第４号に規定する暴

力団密接関係者であるもの 

（５） 暴力団の利益となるおそれがあるもの 

（６） 前各号に掲げるもののほか、市長が封筒に掲載される広告として適当

でないと認めるもの 

（広告の掲載順序） 

第３条 掲載する広告の優先順序は、次に掲げる順序のとおりとする。 

（１） 公益法人、公共的団体及びそれに類するものに係る広告 

（２） 私企業のうち、公共的性格を有する企業で、市内に事業所等を有する 

ものに係る広告 

（３） 前号の規定に該当しない私企業及び自営業で、市内に事業所等を有す 

るものに係る広告 

（４） 私企業及び自営業で、市内に事業所等を有しないものに係る広告 

（５） 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当であると市長が 

認めるもの 

（広告の規格） 

第４条 広告の規格については、掲載位置、サイズ等を考慮して別に定めるもの 

とする。 

（広告掲載の募集） 

第５条 広告掲載の募集については、松原市ホームページ、広報まつばら等によ

り行うものとする。  

（松原市公用封筒広告審査会の設置） 

第６条 市長は、封筒に係る広告の掲載の可否を審査するため、松原市公用封筒

広告審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会の委員長は会計室長とし、副委員長は会計室参事とする。 
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３ 審査会の委員は、市長公室観光・シティプロモーション課長、総務部政策法

務課長、市民協働部人権交流室参事及び市民生活部産業振興課長とする。 

 （委員長及び副委員長の職務） 

第７条 委員長は、審査会を代表し、審査会の事務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理す

る。  

（会議） 

第８条 審査会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、その議長となる。 

 （庶務） 

第９条 審査会の庶務は、会計室において行う。 

（広告の申込み及び決定） 

第１０条 広告の掲載をしようとする者（以下「申込者」という。）は、松原市 

公用封筒広告募集要綱に従い、松原市公用封筒広告掲載申込書（様式第１号。

以下「申込書」という。）に市長が定める書類を添付して、市長に提出しなけ 

ればならない。この場合において、申込者が申込書に記載する広告掲載料につ 

いては、長形３号は、１枠４０，０００円、角形２号は、１枠３０，０００円

とする。 

２ 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、審査会による広告掲載の

適否の審査を経て、掲載広告を決定し、松原市公用封筒広告掲載・不掲載決定

通知書（様式第２号。以下「決定通知書」という。）により、申込者に通知する

ものとする。 

３ 前項の審査の結果、掲載が適当と認める広告が多数であり、第３条に規定す

る順序が同一である場合は、抽選により決定する。 

（広告主及び本市が負担する広告作成に係る経費） 

第１１条 前条第２項の規定により広告掲載の決定を受けた者（以下「広告主」

という。）は、広告掲載料とは別に、広告作成に係る経費として、広告のデザイ

ン及びレイアウトに係る作成費用を負担するものとする。 

２ 市長は、広告作成に係る経費として、封筒の購入費用及び広告の印刷費用を

負担するものとする。 

（広告掲載料の納付） 

第１２条 広告主は、広告掲載料を決定通知書に記載された納付期限までに一括

して市に納付しなければならない。 

（広告の著作権） 

第１３条 広告の著作権は、原則として、広告主に帰属するものとする。ただし、

広告主と別途取り決めがあるときはこの限りではない。 

（広告内容の責任） 

第１４条 広告の内容に関する責任については、広告主が負うものとする。 

（広告掲載の取消し） 

第１５条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消

すことができる。 

（１） 納付期限までに広告掲載料を納付しなかった場合 
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（２） 原稿提出期限までに原稿案を提出しなかった場合 

（３） 広告内容がこの要綱に反し不適当と判断した場合  

（４） 第２条各号のいずれかに該当することが判明した場合 

（広告掲載料の返還）  

第１６条 広告掲載が決定した後、広告主の責めに帰さない理由により、広告が

掲載できなかったときは、広告掲載料を返還する。 

（実施の細目） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、封筒への広告の掲載に関し必要な事項

は、市長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２３年２月１日から実施する。 

   附 則 

この要綱は、平成２３年４月８日から実施する。 

   附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日（以下「実施日」という。）から実施する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の松原市公用封筒広告掲載取扱要綱の規定は、実施日以後に広告掲載 

 の申込みがあったものから適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 


